
 

監査基準報告書 810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正について 

2024 年９月 26 日 

日本公認会計士協会 

新 旧 

監査基準報告書 810 監査基準報告書 810 

  

要約財務諸表に関する報告業務 要約財務諸表に関する報告業務 

  

2 0 1 6 年 １ 月 26 日 2 0 1 6 年 １ 月 26 日 

改正 20 2 1 年 ６ 月 10 日 改正 20 2 1 年 ６ 月 10 日 

改正 20 2 1 年 ８ 月 19 日 改正 20 2 1 年 ８ 月 19 日 

改正 2022 年 10 月 13 日 改正 2022 年 10 月 13 日 

改正 20 2 3 年 １ 月 12 日 最終改正 20 2 3 年 １ 月 12 日 

最終改正 20 2 4 年 ９ 月 26 日  

日本公認会計士協会 日本公認会計士協会 

監査・保証基準委員会 監査・保証基準委員会 

（報告書：第 40 号） （報告書：第 40 号） 

  

《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》 《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》 

（省 略） （省 略） 

  

《Ⅱ 要求事項》 《Ⅱ 要求事項》 

（省 略） （省 略） 

  

《Ⅲ 適用指針》 《Ⅲ 適用指針》 

（省 略） （省 略） 

《８．要約財務諸表に対する報告書》 《８．要約財務諸表に対する報告書》 

（省 略） （省 略） 

《(3) 監査されていない補足的な情報が要約財務諸表とともに表示される場合》（第 24 項参照） 《(3) 監査されていない補足的な情報が要約財務諸表とともに表示される場合》（第 24 項参照） 

A26．第 24 項の評価を行うに当たっては、監査基準報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査

報告」の第 53 項及び第 54 項における要求事項及び関連する適用指針が参考になる。 

A26．第 24 項の評価を行うに当たっては、監査基準報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査

報告」の第 48 項及び第 49 項における要求事項及び関連する適用指針が参考になる。 

（省 略） （省 略） 

  

《Ⅳ 適用》 《Ⅳ 適用》 

（省 略） （省 略） 

以  上  以  上  



 

新 旧 

・ 本報告書（2022 年 10 月 13 日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022 年７月 25 日変更） 

（修正箇所：A13 項） 

－ 監査基準報告書（序）「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」（2022 年７月 21

日改正） 

（上記以外の修正箇所） 

・ 本報告書（2023 年１月 12 日改正）は、次の公表物の公表に伴う追加の修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022 年７月 25 日変更） 

・ 本報告書（2024 年９月 26 日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 監査基準報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」（2024 年９月 26 日改正） 
 

・ 本報告書（2022年10月13日改正）は、次の公表物の公表に伴う修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022年７月25日変更） 

（修正箇所：A13項） 

－ 監査基準報告書（序）「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」（2022年７月21

日改正） 

（上記以外の修正箇所） 

・ 本報告書（2023年１月12日改正）は、次の公表物の公表に伴う追加の修正を反映している。 

－ 倫理規則（2022年７月25日変更） 
 

  

《付録 要約財務諸表に対する報告書の文例》（A23 項参照） 《付録 要約財務諸表に対する報告書の文例》（A23 項参照） 

（省 略） （省 略） 

以  上  以  上  

以  上  


